
Ⅰ 全国中学校体育大会運営の基本 

 １ 全国中学校体育大会の基本的性格 

  (1) 全国中学校体育大会は、全国の中学生を基盤とした学校教育活動である。 

  (2) 全国中学校体育大会は、学校における保健体育科の授業を出発点とし、運 

      動部活動、校内競技会を基盤におき、地域の大会、ブロック大会（個人の 

      成績で選抜されるものを除く）を経て選抜された学校代表が参加する体育 

      大会である。 

  (3) 全国中学校体育大会は、中学校生徒の現在及び将来の生活をより豊かにす 

      る身体の技能と体力つくりをめざした体育大会である。 

  (4) 全国中学校体育大会は、全国の中学校生徒の心身の発達を考慮し、学習と 

      の調和を図って行う体育大会である。 

  (5) 全国中学校体育大会は、中学校生徒の体力・スポーツ技能の発達段階に応 

      じて選抜された学校代表による体育大会である。 

  (6) 全国中学校体育大会は、都道府県間、学校間、生徒相互の親睦と交流を図 

      り、友情を深めるとともに、ルールやマナーを守り、スポーツ精神を育てる 

      体育大会である。 

 

 ２ 全国中学校体育大会の運営 

  (1) 競技運営に関する基本的事項の決定は、（公財）日本中学校体育連盟と全国

を統括する競技団体との合意によって行われる。 

  (2) 大会運営は、（公財）日本中学校体育連盟、全国を統括する競技団体、開催 

   地教育委員会、開催地中学校体育連盟、開催地競技団体の五者によって行わ 

      れる。 

  (3) 運営にあたっては、スポーツ庁、関係地方公共団体の指導・助言を受ける。 

  (4) 運営にあたっては、自主通知文（平成 13年３月）「児童生徒の運動競技につ 

   いて」及び全国中学校体育大会開催基準による。 

 

 ３ （公財）日本中学校体育連盟の意思決定 

   （公財）日本中学校体育連盟の意思決定は評議員会及び理事会で行う。緊急 

  事項の処理機関として常務理事会がある。さらに委任された事項の会長・専務 

  理事の意思決定がある。 

 

Ⅱ 全国中学校体育大会開催基準 

 １ 目   的  

   全国中学校体育大会（以下「全中大会」という）は、中学校教育の一環として中学校生徒 

  に広くスポーツ実践の機会を与え、技能の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚をはかり、 

  心身ともに健康な中学校生徒を育成するとともに、中学校生徒の相互の親睦をはかるもので 

  ある。 

 

 ２ 主   催   

   全中大会の主催は、公益財団法人日本中学校体育連盟並びに全国関係競技団体、大会開催 



  地の都道府県教育委員会及び市町村教育委員会とする。 

 

 ３ 大会の主管 

   運営の基本は主催団体が決定するが、競技大会の運営と主管は開催地の都道府県中学校体 

  育連盟と都道府県当該競技団体が行う。 

 

 ４ 後   援   

   全中大会の後援は、スポーツ庁、全日本中学校長会、全国都道府県教育長協議会、全国市 

  町村教育委員会連合会、(公社)日本ＰＴＡ全国協議会、日本私立中学高等学校連合会、 

  ＮＨＫ、全国新聞社事業協議会とする。 

   他に、競技による後援として、（公財）日本相撲協会（相撲）、（公財）日本高等学校野球 

  連盟（軟式野球）、朝日新聞社（軟式野球・柔道） 

 

 ５ 開催競技        

   開催競技は、陸上競技（駅伝）、水泳競技、バスケットボール、サッカー、ハンドボール、 

  軟式野球、体操競技、新体操、バレーボール、ソフトテニス、卓球、バドミントン、ソフト 

 ボール、柔道、剣道、相撲、スキー、スケート、アイスホッケーの１９競技とする。 

   ※ 但し、駅伝は陸上競技の 1種目であるが、冬季大会として、スキー、スケート、アイス

ホッケー同様に別競技扱いとする。 

（令和７年３月６日理事会文章修正） 

 

 ６ 開催の期日 

   夏季大会は、８月１７日から２５日の間に開催することを原則とする。冬季大会は、１月 

  末から２月上旬とし、駅伝大会は１２月とする。 

 

 ７ 参加資格       

  (1) 参加者は、都道府県中学校体育連盟加盟の中学校に在籍し、当該競技要項により全国大 

      会参加資格を得た者に限る。 

  (2) 年齢は、平成２３年（２０１１年）４月２日以降に生まれた者に限る。（年度毎に繰り下げ 

    る） 

    (3) 前項以外の生徒が参加を希望する場合は、その年度の６月３０日までに、都道府県中学 

      校体育連盟を通して、（公財）日本中学校体育連盟に申し出ること。 

   (4) 陸上競技、水泳競技、スキー、スケートについては、標準記録等で選抜されたものとす 

      る。スキーにおける選抜は、各都道府県中学校体育連盟において選考された者で、当該競 

      技要項により全国大会参加資格を得た者に限る。 

  (5) 陸上競技、水泳競技、スキー、スケート以外の競技については、ブロック大会で選抜さ 

      れた一校単位（一団体単位）で組織するチームとする。柔道、剣道、駅伝、相撲について 

   は都道府県大会で選抜された一校単位（一団体単位）で組織するチームとする。 

    但し、バスケットボール、サッカー、ハンドボール、軟式野球、バレーボール、ソフト   

     ボール、アイスホッケーについては、「全国中学校体育大会複数校合同チーム参加規程」（Ｐ 

      ５）に基づき、複数校合同チームでの参加ができる。 

  (6) 夏季大会に限り、同一年度内の参加は全競技を通じて、一人一回とする。 

  (7) 参加資格の特例 Ｐ７参照 

  (8) 個人情報の取扱い（利用目的） 

    大会の主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、（公財）日本中学校体育連盟 



     「個人情報保護方針・規程」に基づき、取得する個人情報について適正に取り扱う。又、 

     取得した個人情報は競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編成及び作成 

     ・ホームページ・掲示板・報道発表・記録発表（記録集）、動画配信等、その他競技運営及 

   び競技に必要な連絡等に利用する。大会に参加する各選手はこれに同意する。 

 

 

「全国中学校体育大会複数校合同チーム参加規程」 

   (1) 趣 旨 

    参加を承認する精神は、あくまでも少人数の運動部による単独チーム編成が出来ないこ 

    との救済措置であり、勝利至上主義のためのチーム編成であってはならない。なお、複数 

   校合同チーム（以下合同チームという）で参加する場合は、下記の条件を満たしているこ 

   とが必要である。 

   (2) 条 件 

   ① 合同チームとしてそれぞれの学校教育計画に基づいて活動している。 

   ② 合同チームの各校は、都道府県中体連に加盟している。 

   ③ 合同チームとしての大会参加が、都道府県中体連に承認されている。 

   ④ 個人種目のない以下の７競技は以下のとおりとする。 

       バスケットボール（５）、サッカー（１１）、バレーボール（６）、ハンドボール（７）、 

     軟式野球（９）、ソフトボール（９）、アイスホッケー（１１） 

     ※（  ）内の人数を下回った場合を原則として合同チームを編成できる。人数の偏 

      り、学校事情による合同の解消等についても柔軟に対応すること。（前年度全中大 

      会以降に複数校合同チームの実績があるものについては、当年度についても、都道 

      府県中体連会長の承認がある場合、引き続き複数校合同チームを編成して全中大会 

      に参加することができる（期間については、最長で全国大会までとする）。 

   ⑤ チーム名は校名連記とする。 

    ⑥ 参加申し込み手続きは該当校の校長が承認の上、代表校長が行う。 

    ⑦ 合同チームの引率･監督は出場校の校長･教員・部活動指導員・適切であるとして校長 

    が認めた外部指導者とする。            （令和５年３月３日理事会改定） 

         なお、代表監督は、校長・教員しかなれない。  （令和６年３月８日理事会(2)⑦  

     一部訂正）（令和７年３月７日理事会一部文言削除） 

     

  ★ 上記の実施にあたり、 

    (1) 各都道府県中体連においては、合同チーム全国中学校体育大会参加の趣旨をふまえ、 

    参加状況を十分に把握しておく。 

    (2) 実施していく過程で生じる問題については、各都道府県中体連の実態に応じて、趣旨 

    をふまえて対処するとともに、（公財）日本中体連とともに検討していく。 

     (3) 部活動指導員・外部指導者は代表監督にはなれない。また、代表引率にな 

    ることもできない。 

        例：Ａ校の引率・監督→教員 

      Ｂ校の引率・監督→部活動指導員 

                              もしくは 

               外部指導者 

 

Ａ校の教員は代表引率・監督になることができるの 

で、Ｂ校の部活動指導員・外部指導者が大会に引率・監

督として来られなくてもよい。逆は認めない。 

     (4) 部活動指導員として複数校に勤務する場合、中学校体育連盟が主催する大会で引率・ 



    監督を担当できる学校は１校のみとする。着任時に大会等の引率・監督を担当する学校 

    を決定し所属する都道府県中学校体育連盟に報告する。複数の都道府県で指導する場合 

    も、引率・監督を認めるのは１校のみである。 

 

 

  「全国中学校体育大会拠点校部活動参加規程」 

 (1) 趣 旨 

   参加を承認する精神は、在籍校に希望する部活動がないこと等の場合に、参加を希望する 

  生徒を一つの学校が受け入れるというものである。区市町村もしくは都道府県教育委員会や 

  中学校長会が運動部活動に参加したい生徒の持続可能な事業として推進する活動であり、勝利

至上主義のための活動ではない。 

   なお、拠点校部活動（以下拠点校という）で参加する場合は、下記の条件を満たしている 

  ことが必要である。                  

 (2) 条 件 

   ① （公財）日本中学校体育連盟が定める「拠点校部活動規程」（別紙）に該当している。 

   ② 参加者は、開催年度の大会開催基準７の参加資格を満たしている。 

   ③ 拠点校は、都道府県中体連に加盟している。 

   ④ 拠点校としての大会参加が、都道府県中体連に承認されている。 

   ⑤ 参加申し込み手続きは該当校の校長が行う。 

   ⑥ 拠点校の引率･監督は、拠点校の校長･教員・部活動指導員・適切であるとして校長が 

    認めた外部指導者とする。 

（令和４年１２月６日理事会決定） 

（令和７年３月６日理事会文章修正） 

 

 別紙 

全国中学校体育大会参加可能な拠点校部活動について 

 令和５年２月１７日 

（公財）日本中学校体育連盟 

 

  すべての中学生に運動やスポーツの楽しさ・喜びを味わわせる機会を保障するために、全 

 国大会に出場することができるように道を開くとの観点から、拠点校部活動について以下の 

 ように整理する。 

 

 １ 事業主体と実施主体 

   実施の事業主体は、区市町村教育委員会または都道府県教育委員会、区市町村中学校長 

  会または都道府県中学校長会（以下、事業主体）とする。 

   実施主体は、公立中学校とする。 

 

 ２ 実施対象校 

   実施対象校は、事業主体の判断に委ねる。 

 

 ３ 実施期間 

   原則１年間（年度単位）とするが、継続も拒まないものとする。もしくは、事業主体の 

  判断に委ねる。 

 



 ４ 実施上の留意点 

   原則は、事業主体の作成した実施上の留意点によるものとする。 

  (1) 参加の承認 

    生徒の在籍校並びに拠点校の校長の承認を必要とする。また、参加生徒及び保護者 

   は、拠点校の部活動規定・生活指導に同意すること。 

  (2) 大会等への参加 

    登録については（拠点校のみの登録か関係学校すべての登録）、事業主体の判断に委 

   ねる。大会参加等の連絡は、拠点校が対応する。 

  (3) 拠点校への移動 

    拠点校への移動に関しては、事業主体の判断に委ねる。 

  (4) 安全管理 

    ・在籍校から拠点校への移動は、在籍校の指示による。 

    ・活動中は、拠点校の規則・顧問の指示に従う。 

    ・在籍校及び拠点校の指導のもとでの移動・及び活動中の事故については、スポーツ 

     振興センターの災害共済給付が適用する。 

 

「全国中学校体育大会複数校合同チーム参加規程と拠点校部活動参加規程」 

  上記「全国中学校体育大会複数校合同チーム参加規程」と「全国中学校体育大会拠点校部活動

参加規程」に則っていることを条件に、都道府県中学校体育連盟、同専門競技部、事業主体の連

携した判断により、複数校合同チームと拠点校部活動を合わせた形での大会参加を認める。 

（令和７年３月６日理事会文章追加） 

 

 

 「参加資格の特例」 

  ◎学校教育法１３４条の各種学校在籍生徒 

    (1) 学校教育法１３４条の各種学校(１条校以外)に在籍し、都道府県中学校体育連盟の予 

    選会に参加を認められた生徒であること。 

   (2) 参加を希望する各種学校は以下の条件を具備すること。 

    ① 全国大会の参加を認める条件 

        ア  (公財)日本中学校体育連盟の目的及び長年にわたる活動を理解し、それを尊重す 

      ること。 

     イ 生徒の年齢及び修業年限が我が国の中学校と一致している単独の学校で構成され 

      ていること。 

     ウ 参加を希望する学校にあっては、運動部活動が教育活動の一環として、日常継続 

      的に当該校顧問教員の指導のもとに、適切に行われていること。 

      ② 全国大会に参加した場合に守るべき条件 

     ア 全国大会開催基準を守り、出場する競技種目の大会申し合わせ事項等に従うとと 

      もに、大会の円滑な運営に協力すること。 

     イ 全国大会参加に際しては、責任ある当該校校長・教員または部活動指導員が生徒 

      を引率すること。また万一の事故発生に備え、傷害保険等に加入するなどして、万 

      全の事故対策を立てておくこと。 

     ウ 大会開催に要する経費については、必要に応じて、応分の負担をすること。 

 

 



◎地域クラブ活動に所属する中学生 

   (1) 地域クラブ活動に所属し、都道府県中学校体育連盟またはブロック中学校体育連盟の 

    予選会に参加を認められた生徒であること。 

   (2) 全国中学校体育大会に参加を希望する地域クラブ活動は以下の条件を具備すること。 

    ① 全国中学校体育大会の参加を認める条件 

         ア  (公財)日本中学校体育連盟の目的及び長年にわたる活動を理解し、それを尊重す 

      ること。 

     イ 生徒の年齢及び修業年限が我が国の中学校と一致している（中学校に在籍してい 

      る生徒であること）。 

      ウ 地域クラブ活動にあっては、日常継続的に代表者もしくは指導資格を有する指導 

      者の指導のもとに、適切に行われていること。 

     エ 『部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン』（令和

７年１２月文部科学省）を遵守していること。 

     オ 当該競技を管轄する中央競技団体もしくは都道府県競技団体に登録されているこ 

      と。かつ同じ内容で都道府県中学校体育連盟に登録していること（登録費について 

      は、都道府県中学校体育連盟の方針による）。 

     カ  都道府県における予選会となる全ての大会において、競技役員や審判など運営上 

      必要な事項に協力すること。 

     キ 地域クラブ活動で全国中学校体育大会につながる大会に参加する場合、在籍中学 

      校での大会参加は認めない。その逆も同様である。（夏と冬は別とする） 

    ② 全国中学校体育大会に参加した場合に守るべき条件 

     ア 全国中学校体育大会開催基準を守り、出場する競技種目の大会申し合わせ事項等 

      に従うとともに、大会の円滑な運営に協力すること。 

     イ 全国中学校体育大会参加に際して、地域クラブ活動においては、責任ある代表者 

      もしくは指導資格を有する指導者が生徒を引率すること。また、万一の事故発生に 

      備え、傷害保険等に加入するなどして、万全の事故対策を立てておくこと。 

     ウ 全国中学校体育大会開催に要する経費については、必要に応じて、応分の負担を 

      すること。 

     エ 団体競技における地域クラブ活動名での出場は１チームのみとする（複数のチー 

      ムの参加はできない）。  

    ③ 参加を認めない場合 

     ア 全国中学校体育大会参加申込に際して、参加条件に虚偽の内容が判明した場合は 

      参加を認めない。 

   

  ◎認定地域クラブ活動に所属する中学生 

   (1) 上記「◎地域クラブ活動に所属する中学生」の(1)と(2)に準ずる。 

(2) 認定地域クラブ活動を実施している市区町村において、当該自治体に認定されていない 

地域クラブ活動は、参加を認めない。（認定制度開始日から２年間を猶予期間とする。） 

    (3) 認定地域クラブ活動には「全国中学校体育大会地域クラブ活動の参加資格の特例各競技 

部細則」は適用されない。 

 

 ※１ この特例は、令和５年４月１日より適用する。 

   ※２ この特例は、競技部ごとに大会参加に関する細則を加えることができる。 

   ※３ この特例は、今後も検討を続けていく。 

   ※４ （２）① オ 改定（令和４年１０月２５日理事会決定） 



   ※５ 学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインの 

     発出により（２）②エ修正。令和４年１２月２７日 

   ※６ ② イ 「引率細則は適用する」削除（令和５年３月３日理事会決定） 

   ※７ 地域クラブ活動に名称を統一（令和６年３月８日理事会決定） 

※８ ① エ 「令和４年ガイドライン」削除（令和８年３月６日理事会決定） 

   ※９ 認定地域クラブ活動を追記し、関連内容を追記（令和８年３月６日理事会決定） 

 

 ８ 参 加 料 

  夏季の１６競技大会及び冬季の４競技ともに、参加選手一人につき４,０００円とする。 

（暑熱対策費及び会場整備費等は、別途明記し納入する。） 

（令和５年度大会より実施、令和４年５月１３日理事会改定） 

（令和８年３月６日理事会決定） 

  

 ９ 引率・監督 

  (1) 全中大会に出場するチーム・選手の引率・監督は、出場校（チーム）の校長・教員・部 

   活動指導員※１、地域クラブ活動の代表（指導）者とする。部活動指導員が引率・監督を 

   務める場合は、「参加申込書」の監督者及び引率者の欄に指示されている印を付け、必要 

   事項を記入する。なお、部活動指導員は、他校の引率者にはなれない。 

        ※１ ここでいう「部活動指導員」は、学校教育法施行規則第 78条の２に示されている 

      者をいう。以下同じ。 

  (2) 全中大会では外部指導者をおくことができる。外部指導者は、出場校の校長が適切である

と認めた者とし、所定の「外部指導者確認書（校長承認書）」に 必要事項を記入し、大会事

務局に参加申込み時に提出する。但し、当該校以外の中学校教職員は、外部指導者にはなれ

ない。また、同一人が複数校の外部指導者にはなれない。地域クラブ活動は該当しない。 

  (3) 水泳競技、体操競技、新体操、卓球（アドバイザー）、スケート、スキー、アイスホッ 

   ケーの外部指導者は、同一人が複数校の外部指導者を兼ねることは差し支えない。         

                                          令和６年３月８日理事会文章追加修正 

   (4) 全中大会に出場するチーム・選手の引率者、監督、部活動指導員、トレーナー等は、部 

   活動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等により、任命権者又は学校設置者からの懲 

   戒処分を受けていない者であること、地域クラブ活動の指導者においては、日本スポーツ協

会公認指導者の処分等に該当していない者であることとしている。校長（代表者）はこの点

を確認して、大会申込書を作成する。なお、外部指導者は校長から暴力等に対する指導措置

を受けていないこととする。 

   (5) 全中大会の参加について、校長・教員・部活動指導員が引率できないと校長が判断した 

   場合、「全国中学校体育大会引率細則」により、校長が適切であると承認した外部指導者 

   に引率及び監督の資格を認める。    

 

 

 「全国中学校体育大会引率細則」 

   本細則が適用されるのは、学校事情により、校長・教員・部活動指導員が引率できないと 

  校長が判断した場合に適用するものである。安易に引率者として外部指導者の引率を認めるも

のではない。 

  (1) 引率者としての外部指導者の規定 

     ① 当該校の校長が適切であると認めた２０歳以上の成人であり、日頃から指導に当たっ 



    ている者のことをいう。なお、事前に校長との間で外部指導者としての契約がなされてい

ること。 

     ② 引率者としての外部指導者は、各大会の申込用紙の引率外部指導者欄に必要事項を記入

すること。 

     ③ 引率者としての外部指導者に規定違反、不適切な言動等があったときは、不適格者とし

て都道府県中学校体育連盟会長または競技部長（専門委員長）から当該校の校長に連絡し、

資格を取り消す。 

     ④ この規定以外のことは、各競技専門部の規定及び大会要項の通りとする。 

   (2) 引率者としての外部指導者の引率については、全中大会の全競技に適用する。 

  (3) 引率者としての外部指導者には、監督の資格を認める。その手続きは、様式５、６をもっ

て行う。引率者としての外部指導者が監督を辞退する場合は、当該校の校長と当該中学校体

育連盟競技専門部が協議し、当該校の校長が監督を引き受けた教員の所属長（校長）と本人

に文書で依頼する。その手続きは、様式７，８，９，１０，１１をもって行う。   

  （令和５年度大会より実施、令和４年５月１３日理事会改定、 

                            令和４年１２月６日理事会改定） 

   (4) 生徒の大会出場に関する全責任は、校長が負う。 

   (5) 引率上の留意点及び大会会場においての留意点 

   ① 引率上の留意点等      

    ア 引率時は、公の交通機関を利用する。 

    イ 外部指導者は任意の傷害保険等に加入する。加入手続きは外部指導者が行い、費用は

原則として自己負担とする。 

    ウ 引率者としての外部指導者の費用は、原則として自己負担とならないようにする。 

    エ 生徒の服装、持ち物等については、各学校のきまりに従う。 

    オ 大会の結果と帰校報告を、帰宅後、直ちに行う。 

    カ 宿泊する場合は、学校（大会本部）より指示された宿舎とする。 

    キ その他、引率に必要な事項を指導する。 

                                           （令和６年３月８日理事会文章修正） 

   ② 大会会場においての留意点等 

     引率者は次のことに留意する。特に引率者として相応しくないと大会本部が判断した 

    場合は退場を命ずる。チーム・選手は失格となることもある。 

    ア 大会要項を順守し、責任ある行動をとる。 

    イ 各競技会場の使用上のきまりに従う。 

    ウ ゴミ等は持ち帰りを原則とするが、会場使用規定に従う。 

   ※この細則の内容変更については、令和５年４月１日より施行する。 

                    


